
2020.04.01 

認可地縁団体移行スケジュールと費用等について 
白馬村総務課 

 

                  相談 

 

 

◇認可地縁団体となる事への区民の同意 

   ◇設立準備会等の設立（なくても良い） 

◇行政書士への依頼範囲の確定と選定、報酬額の相談（５万円位～要相談） 

   ◇区域の設定 

   ◇区民名簿の作成（全住民の過半数が必要） 

    ◇事業内容の検討と税務当局との相談 

◇規約（案）の作成、代表者（案）、構成員・保有資産の確定 

 

 

 

 

（臨時総会でも可） 

    ◇規約、認可申請する事、代表者の選任、 

構成員の確定、保有資産の確定について承認 

   ◇総会議事録作成・署名 

◇申請書類作成 

 

                  申請 

 

 

◇申請書類提出                    ◇書類確認・認可要件審査 

     認可申請書、規約、総会議事録（写し）、 

     構成員名簿、保有資産目録、活動報告書等 

 

                  通知 

 

 

    ◇法人格の取得 

 

申請 

 

 

◇区長印作成・登録                    ◇手続き完了 

 

◆ 費用について 
※ 申請書類の作成や提出を行政書士等に依頼する場合は、5 万円～の費用が掛かります。 

すべて自分たちで行う場合は、区長印作成費の他、費用は殆ど掛かりません。 

 ※ 不動産登記については、別途登録免許税・司法書士報酬が必要となります。 

 

◆ 役場の窓口は、相談から申請まですべて総務課です。 
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